
「椎葉村謎解きコンテンツ製作委託業務」 

プロポーザル質問回答書 

地域振興課交流拠点施設グループ 

R7.5.16 

質 問 事 項 回  答 

(1)「4.業務内容」のうち、「（4）木製品（サ

インボード・景品）調達」に記載の「コンテ

ンツに使用する木製品については、発注者

が別に委託する木製品製作事業者が製作し

た木製品を使用する。」という点に関し、当

該木製品については、今回の事業費に含ま

れないという認識で相違ないでしょうか。 

(1)回答 

お見込みの通りです。本事業に関する木製

品（サインボード・景品等）の調達につい

ては村産材を活用する必要があるため発注

者において別に委託しますので木製品につ

いては本事業費には含まれません。 

「5.参加資格要件」のうち、「（4）村が発注

する建設工事等の契約に係る指名競争入札

参加者の資格、指名基準等に関する要綱第

4 条の指名競争入札参加資格審査申請書（業

務委託）を提出し、審査を受けた者である

こと。」の記載に関し、以下ご確認させてい

ただきます。 

 

(2)当該申請資格について、通常の申請期間

が既に終了していることは承知しておりま

すが、本プロポーザルに応募するにあたり、

新たに申請することは可能でしょうか。可

能な場合には、申請書類・提出先・提出方法

等、取得に必要な手続きについてご教示い

ただけますと幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)回答 

申請については申請期間がありますが、公

募型プロポーザルの場合は企画提案書との

同時申請を受け付けておりますので新たに

申請することは可能です。申請書類、提出

先、提出方法は別紙「令和 6・7 年度入札

参加資格審査の申請について」の通りで

す。 

※申請書類については別途送付いたします 

 

 

 

 



質 問 事 項 回  答 

(3) 提案書の提出時点において、当該資格

の取得が未完了であっても、本プロポーザ

ルへの応募は可能でしょうか。 応募時点で

の資格の取得状況について、要件を満たす

扱いとなるかどうかご確認させていただき

たく存じます。 

(3)回答 

資格申請手続きについては企画提案書提出

期限までに申請書の提出を行っていただけ

れば本プロポーザルへの応募は可能です。 

 

  

 


